
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 食肉センター問題での調印式での

「言動は、行政上の問題点を民主的

な議論を通じて適正な手続で是正し

ていくという姿勢が見られず、社会

的な常識を逸脱した行為と言わざる

を得ない。よって、これらの行為は

条例第 3条第 5号に規定する『市民

全体の代表者として、法令を遵守し

その品位と名誉を損なう行為を慎む』

に違反するものと考える」 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 画図地区農水路等の問題では、

「（漁協組合長の）影響力を行使して、

適切なプロセスを経て決定された予

算を合理的な理由もなく執行させな

い事態を招いたことは、市民の公益

を実現する議員として甚だ遺憾」「農

区の人たちの必要から要望された公

共事業であり、社会的な公益である。

これに対する妨害行為は、市民全体

の公益に対する妨害と考えられる」 
 
 
 
 

 
 
 
 
 民間のサービス付高齢者住宅建設

の問題では、「民間会社が集合住宅を

建設するという市民の経済活動に、

議員としての地位を利用して介入し

たものであり、「市民全体の奉仕者」

としての中立・公平性を欠くものと

言わざるを得ない」「北口議員が中立

的立場から仲介役を行っているとは

見えず、むしろ議員としての立場を

利用し、住宅建築を妨害するに近い

行為を行っていると考えざるを得な

い点が多々ある」と断じています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
「自己弁護や責任転嫁に終始し、今

回の問題に真摯に向き合っているの

か大いに疑問。市議会議員に対する

市民の信頼を失墜させ、公共の利益

の観点からも、見過ごしにできない。

市民の負託を受けた議員としての地

位を得た者の言動が大きな影響力を

持っていることに思いを致し、今一

度、一市民の立場に立ち返って市議

会議員とは何をなすべきかを再考す

ることを強く求めるものである。」 
 
 
 
 
 

政治倫理審査会、北口和皇議員に「議員辞職」を勧告 
「今一度、一市民に立ち返って市議会議員とは何をなすべきか、再考を強く求める」 

 昨年 12 月に「熊本市議会議員・北口和皇氏」の政治倫理違反を問う

調査請求が、6,859人（必要数 2,948人）の署名を添えて提出され、12
月 28日に受理されました。このほど約 10カ月間の調査を終え、調査結

果に基づく勧告が出されました。 
 「食肉センターの機能移転にかかる民間事業者の調印式における暴

言」「東区画図地区の農業水路等、予算化された 7件の工事の着工断念」

「中央区国府のサービス付高齢者住宅建設への介入」の 3件について調

査されました。結果は、「熊本市政治倫理審査会は、北口和皇氏に対し、

熊本市議会議員辞職を勧告する」というものでした。 

 

北口議員の言動を、明確な「政治倫理違反」と厳しく断定 
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秋
の
旅
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」
で
思
っ
た
こ
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
野 

み
え
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秋
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
真
っ
最
中
で
す
。
１
０
月
に
な
り
、
婦
人

会
等
の
各
種
団
体
や
健
康
友
の
会
な
ど
秋
の
旅
行
が
続
き
ま
し

た
。
健
康
友
の
会
で
の
阿
蘇
へ
の
リ
ン
ゴ
狩
り
を
皮
切
り
に
、
天

草
・
玉
名
・
山
鹿
・
植
木
と
、
県
下
の
温
泉
地
へ
も
行
き
ま
し
た
。 

「
天
高
く
馬
肥
ゆ
る
秋
」
を
満
喫
し
、
肩
の
力
を
抜
い
て
、
地
域

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
取
り
組
む
方
々
と
の
楽
し
い
ひ
と
時
に
、
心

も
体
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
ま
し
た
。
孫
を
連
れ
て
の
参
加
の
時

は
、
よ
り
一
層
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

熊
本
地
震
の
発
災
か
ら
、
半
年
以
上
が
経
ち
ま
し
た
。
本
格
的

な
復
旧
・
復
興
は
こ
れ
か
ら
で
す
。
仮
設
住
宅
は
じ
め
、
被
災
者

の
訪
問
活
動
は
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
市
議
団
で
行
っ

て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
は
日
に
日
に
増
え
、
切
実
な
声
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
住
ま
い
や
生
活
は
も
ち
ろ
ん
、
事
業
者
の
方
々
の
生

業
の
再
建
も
す
す
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 
秋
の
旅
行
・
参
加
者
か
ら
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
早
く
元

気
に
な
っ
て
ほ
し
い
ね
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
バ
ス
の

窓
か
ら
見
た
被
災
の
風
景
、
一
日
も
早
い
復
興
を
願
い
、
引
き
続

き
地
震
の
復
興
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

議員のあり方を厳しく問う結論 

 



 

 １０月２７日、日本共産党熊本

市議団と地区委員会は、大西市長

に対して、来年度の予算編成に関

する要望書を手渡し、懇談を行い

ました。 

 

ＭＩＣＥ施設を中止し、震災からの復興・暮らし守る予算を！ 

日本共産党市議団・地区委員会で 

２０１７年度の予算編成について大西市長に要請 

 

震災からの復興・復旧について 

日本共産党 市議会だより 2016年 11月 6日 

 ４月に起こった熊本地震。住家

の再建、生業の再建の見通しも立

たず、不安な日々を送っている方

が多くいらっしゃいます。 

こうしたなかで、熊本市は、復

興計画の重点プロジェクトに大

型ハコモノのＭＩＣＥ施設を位

置づけ、整備を推進しています。

一方で、市民サービスにつながる

様々な予算を大幅に（平均１

５％）削減しようとしています。 

予算交渉では、不要不急のＭ

ＩＣＥ施設整備を中止し、復旧・

復興予算の拡充や暮らし・福祉

の充実を最優先とする予算編成

を行うよう要望しました。主な

要望項目は以下の通りです。 

 

暮らし・福祉などについて 

・ 一部損壊世帯への支援制度を

創設し、市独自の支援を行う

こと。 

・ 擁壁被害や液状化被害など宅

地被害に対して、基金の活用

とともに、市独自の支援策を

講じること。 

・ 生活再建支援金の引き上げを

国に求めるとともに、市独自の

上乗せを行うこと。 

・ 熊本市に配分された義援金に

ついては、一部損壊世帯も配分

の対象とするよう配分委員会

に要請すること。 

（右上に続く） 

・ 医療費窓口負担の免除期間を

延長するよう国に働き掛ける

こと。 

・ 国民健康保険料や介護保険料

の減免期間を延長すること。 

・ 仮設住宅の住環境改善に向け、

必要な手立てをとること。 

・ みなし仮設住宅入居者への見

守り体制を強め、孤独死防止に

とりくむこと。 

・ り災証明を、全ての家屋に発行

すること。 

・ 被災マンションへの支援制

度を周知徹底するととも

に、実態把握を進め必要な

手立てを取ること。 

・ 寺社への再建支援に対し、

復興基金で支援すること。 

・ 市民病院の早期再開を図る

こと。また、市電の延伸やバ

スの増便なども含め、利便

性が低下しないよう手立て

をとること。 

大西市長「現行の支援制度から漏れてしまう被災者

への支援をしっかりしていきたい」 
 対応した大西市長は「復興に

取り組むスピードは、一人ひと

り違う。現在の支援制度を受け

ることができない方もいる。そ

うした支援策から漏れてし

まった被災者に対し、市とし

てもできる限りの支援をし

ていく」と述べました。 

 

・ 国民健康保険料を引き下げる

こと。 

・ 「さくらカード」については、

障がい者を無料にするととも

に、廃止された障がい者への

おでかけパス券を復活させる

こと。 

・ 子ども医療費無料化制度は、

親に新たな負担を強いること

なく、速やかに中学校 3 年ま

でに拡充すること 

・ 小中学校すべての学年を「35

人学級」とし、すべての教室へ

のエアコン設置を速やかに実

施すること 

・ 震災復旧リフォーム助成制度

等を創設し、地域経済を活性

化すること。 

 ※要望項目（１５１項目）の全文は、市議団のホームページをご

覧ください。 
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